
別紙１

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも

該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。

また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有

価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提

供することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である

とき

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者

（１） 暴力的な要求行為を行う者

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。



林野火災防止に関する誓約書

林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や落葉、枯草等の堆積状況等によ

っては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。

林野火災の原因の多くは、火の不始末等による人的なものであり、森林整備に携わる者としては

特に注意していく必要があると認識しています。

このため、当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、林野火災防止に関し、約

款、標準仕様書及び特記仕様書（特記仕様書に定めがあれば記載）の遵守を改めて誓約するととも

に、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。

この誓約が虚偽であること又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになって

も異議は一切申し立てません。

記

１ 標準仕様書第４条第９項を遵守し作業員等に徹底させます。

標準仕様書第４条第９項

請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるも

のとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の

喫煙所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵え・

植付・下刈りの事業区域内においては、指定場所であっても火気の使用（加熱式たばこ等の

火気の使用を伴わない喫煙を含まない。）を禁止しなければならない。

２ 標準仕様書第４条第９項に基づく喫煙の指定場所（以下「指定場所」という。）については、

車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎む

こととします。

３ 地拵え・植付・下刈りの事業区域以外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際に

は周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は消火を徹底した上で吸い殻は

必ず持って帰ります。

４ 刈払機、チェンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による

火災を起こさないように注意して作業を行います。

５ 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。

令和 年 月 日

佐賀森林管理署長 殿

住所又は所在地

氏名又は名称

注：事項は上記に加えて、その他任意に追加しても構わない。




